
 

 

 

 

 

八戸市外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の一部改正（案）の概要について 

 

１ 改正の理由 

   総務省、外務省、文部科学省の方針に従い、ＪＥＴ参加者の年間報酬額について、給与計算事務の簡素化を図るととも

に、ＪＥＴプログラム参加者に対し、再任用に一定のインセンティブを与えつつ、地方公共団体の財政負担の軽減を図る

ためのものである。 

 

２ 改正の主な内容 

 (１)題名について 

    題名を、「八戸市外国語指導員等の報酬及び費用弁償に関する条例」に改める。 

 (２)報酬額について （条例第３条、第４条、第５条、第６条関連） 

    条例中、月額を「30万円」から「280,000円」に改める。また、「給料」を「報酬」に、「旅費」を「費用弁償」に改

める。 

 

改正前 改正後 

 （給料） 

第３条 給料は、月額とし、30万円以上 375,000円以下

の範囲内で任命権者が定める。 

 

 （給料の減額等） 

第４条  （略） 

２ 外国語指導員等が懲戒処分を受けたときは、減給に

あっては労働基準法（昭和22年法律第49号）第91条

に規定する一賃金支払期につきその支払期に係る同条

に規定する賃金の総額の10分の１に相当する額を超え

ない範囲内においてその処分１回につき同法第１２条

に規定する平均賃金の１日分の２分の１に相当する額

を超えない額を減額した給料を支給し、停職にあって

はその期間中給料を支給しない。 

 

 （旅費） 

第５条 旅費の種類及び額は、八戸市職員等の旅費支給

条例（昭和28年八戸市条例第９号）の定めるところに

よる。この場合において、外国語指導員等の職務は、

同条例第14条第１項第３号に規定する特別職の職員等

以外の職員の職務とする。 

２  （略） 

 

 （支給方法） 

第６条 この条例に定めるもののほか、給料及び旅費の

支給方法については、一般職の職員の例による。 

１  （略） 

 （経過措置） 

２ （前略）第４条の規定による改正後の八戸市外国語

指導員の給料及び旅費に関する条例別表の規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に完

了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行

については、なお従前の例による。 

 （報酬） 

第３条 報酬は、月額とし、280,000円以上375,000円以

下の範囲内で任命権者が定める。 

 

 （報酬の減額等） 

第４条  （略） 

２ 外国語指導員等が懲戒処分を受けたときは、減給に

あっては労働基準法（昭和22年法律第49号）第91条

に規定する一賃金支払期につきその支払期に係る同条

に規定する賃金の総額の10分の１に相当する額を超え

ない範囲内においてその処分１回につき同法第１２条

に規定する平均賃金の１日分の２分の１に相当する額

を超えない額を減額した報酬を支給し、停職にあって

はその期間中報酬を支給しない。 

 

 （費用弁償） 

第５条 費用弁償の種類及び額は、八戸市職員等の旅費

支給条例（昭和28年八戸市条例第９号）の定めるとこ

ろによる。この場合において、外国語指導員等の職務

は、同条例第14条第１項第３号に規定する特別職の職

員等以外の職員の職務とする。 

２  （略） 

 

 （支給方法） 

第６条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁

償の支給方法については、一般職の職員の例による。 

１  （略） 

 （経過措置） 

２ （前略）第４条の規定による改正後の八戸市外国語

指導員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以

後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了し

た旅行については、なお従前の例による。 

 

３ 施行期日 

   公布の日から施行し、改正後の八戸市外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定は、平成25年10月１日から

適用する。 
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